
平成 26年度産業競争力強化のための重点施策等に関する報告書（抄） 
（平成 27年２月 10日閣議決定） 

【「PPP/PFIの活用」関係の「施策の主な進捗状況」抜粋】 

  

二．重点施策等の進捗・実施の状況及び効果 

１．「日本産業再興プラン」関連 

（５）立地競争力の更なる強化 

②施策の主な進捗状況 

施策項目 施策内容及び実施期限 進捗及び実施の状況 担当大臣 

公共施設等運

営権等の民間

開放（PPP/PFI

の活用拡大） 

以下の項目をはじめとして、

「PPP/PFI の抜本改革に向けた

アクションプラン」（平成 25 年

６月６日民間資金等活用事業推

進会議決定）を着実に実行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 国管理空港等におけるコン

セッション方式の拡大につ

いては、民間の能力を活用

した国管理空港等の運営等

に関する法律（平成 25年法

平成 26 年６月に「PPP/PFI

の抜本改革に向けたアクショ

ンプランに係る集中強化期間

の取組方針について」を取り

まとめ、民間資金等活用事業

推進会議において決定した。

同「取組方針」に基づき、平

成 28 年度末までの３年間を

集中強化期間として位置付

け、公共施設等運営権方式を

活用した PFI 事業の案件数に

ついて、重点分野ごとの数値

目標（空港６件、上水道６件、

下水道６件、道路１件）を設

定するとともに、平成 34年ま

での 10 年間で２～３兆円と

している目標を集中強化期間

に前倒し、重点的な取組を行

うこととした。 

また、平成 26 年臨時国会

に、民間事業者による公社管

理有料道路の運営を可能とす

る特例措置を内容とする構造

改革特別区域法等の改正案を

提出した。 

・ 平成 26年４月に「仙台空

港特定運営事業等実施方

針」を公表するとともに、

募集要項等を同年６月に

公表し、事業者の公募に

内閣総理大臣

（内閣府特命

担当大臣（経

済財政政策）） 

国土交通大臣 
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律第 67号）に基づき、仙台

空港において、公共施設等

運営権の設定に向けて平成

26 年度に運営権者の公募・

選定手続を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 築地川区間をモデルケース

としてプロジェクトの具体

化に向けた検討を行うなど

都市再生と連携した首都高

速の再生を進めるため、立

体道路制度の改正のために

必要な法的措置を速やかに

講じる。 

関する手続を開始した。 

また、関西国際空港及び

大阪国際空港について

は、関西国際空港及び大

阪国際空港の一体的かつ

効率的な設置及び管理に

関する法律に基づき、同

年７月に「関西国際空港

及び大阪国際空港特定空

港運営事業等実施方針」

を公表するとともに、募

集要項等を同年11月に配

布し、事業者の公募に関

する手続を開始した。 

・ 平成26年通常国会で道路

法等の改正法が成立し、

立体道路制度の既存の高

速道路への適用拡大など

の法的措置を講じた。 

 

 

 

（参考：実行計画 2015） 

平成 26 年６月に「PPP/PFI

の抜本改革に向けたアクショ

ンプランに係る集中強化期間

の取組方針について」を取り

まとめ、民間資金等活用事業

推進会議において決定した。 

同「取組方針」に基づき、

平成 28 年度末までの３年間

を集中強化期間として位置付

け、公共施設等運営権方式を

活用した PFI 事業の案件数に

ついて、重点分野ごとの数値

目標（空港６件、上水道６件、

下水道６件、道路１件）を設

定するとともに、平成 34年ま

での 10 年間で２～３兆円と
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している目標を集中強化期間

に前倒し、重点的な取組を行

うこととする。 

民間の能力を活用した国管

理空港等の運営等に関する法

律（平成 25 年法律第 67 号）

に基づき仙台空港において、

また、関西国際空港及び大阪

国際空港の一体的かつ効率的

な設置及び管理に関する法律

（平成 23 年法律第 54号）に

基づき関西国際空港及び大阪

国際空港において、平成 27年

度末までに空港運営事業を開

始する。 

民間事業者による公社管理

有料道路の運営を可能とする

特例措置を内容とする構造改

革特別区域法等の改正案につ

いて、必要な法的措置を速や

かに講じる。 

 ・ 安全性確保等の観点から、

公共施設等運営権者へ公務

員を出向させ、公共施設等

運営事業の運営等に係るノ

ウハウの移転及び運営等の

業務を行わせることにより

同事業の万全な実施を図る

ために必要な法的措置を速

やかに講じる。 

・ 公共施設等運営権者への

公務員出向について、関

係省庁において必要な法

的措置に向けた検討を行

っている。 

 

 

 

 

（参考：実行計画 2015） 

安全性確保等の観点から、

公共施設等運営権者へ公務員

を出向させ、公共施設等運営

事業の運営等に係るノウハウ

の移転及び運営等の業務を行

わせることにより同事業の万

全な実施を図るために必要な

法的措置を速やかに講じる。 

内閣総理大臣

（内閣府特命

担当大臣（経

済財政政策）） 

厚生労働大臣 

国土交通大臣 
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ＫＰＩの進捗状況について（抄） 

【「PPP/PFI の活用」関係抜粋】 

「日本再興戦略」及び「『日本再興戦略』改訂 2014」（以下「戦略」という。）に掲げられたＫＰＩについて、現時点に

おいて、下記の方法により、その進捗状況をまとめたものである。 

 「ＫＰＩ」の欄は、戦略の中短期工程表に掲げられたＫＰＩを記載。

 「主担当省庁」の欄は、施策群ごとに設定されたＫＰＩの実現に特に関わる省庁名等を記載。

 「ＫＰＩの出典」の欄は、ＫＰＩの数値の根拠となる統計名、調査名等を記載。

 「最新の数値」の欄は、ＫＰＩの最新の数値を、時期（カッコ書き）とともに記載。

 「ＫＰＩの進捗」の欄は、以下の区分により整理。

Ａ：目標達成期間に対する経過期間の割合以上に、ＫＰＩが目標達成に向けて進捗しているもの 

Ｂ：ＡほどＫＰＩが進捗していないもの 

Ｆ：施策の実行自体がＫＰＩとなっており、年度ごと施策の実施状況を確認するもの 

  （ＫＰＩの例）遅くとも 2020年を目途に電力システム改革を完了する。 

Ｎ：今後、データが得られるため、現時点で評価困難なもの（今後、データが得られ次第評価を行う） 

 「ＫＰＩの進捗の詳細」の欄は、「ＫＰＩの進捗」の評価の理由等を記載。

（別添）



立地競争力の更なる強化 

施策群：公共施設等運営権等の民間開放 

 

 

整理 No. KPI 最新の数値 KPIの進捗 KPIの進捗の詳細 KPIの出典 主担当省庁 

46 

（再掲） 

・2020年までに、世界銀行のビジネ

ス環境ランキングにおいて、日本が

先進国３位以内に入る 

*ランキング手法の変更により、2014

年の順位は 15位から 19位に修正。 

19位（2015年） Ｂ 目標達成時期が 2020年で、目標達成期間が７年である

ところ、2015年の時点で１年半が経過。前年と同順位の

ままとなっており、KPI が目標達成に向けて順調に推移

しているとは言えないが、推移を注視することが必要。 

大胆な規制改革等の突破口である国家戦略特区につい

ては、ビジネス環境の向上に資する規制の特例措置等を

活用した事業を進めているところ。また、コーポレート

ガバナンス・コードについては、2014年 12月に「株主の

権利・平等性の確保」や「取締役会等の責務」等に関して

基本的な考え方（コーポレートガバナンス・コード原案）

を取りまとめた。これらを着実に実現していくことで KPI

達成を目指す。 

世界銀行「Doing 

Business 2015」 

 

内閣官房（日

本経済再生総

合事務局） 

47 

（再掲） 

・2020年までに、世界の都市総合ラ

ンキングにおいて、東京が３位以内

に入る（2012年４位） 

４位（2014年） Ｂ 目標達成時期が 2020年で、目標達成期間が８年である

ところ、2014年の時点で１年半が経過。４位のままとな

っており、KPI が目標達成に向けて順調に推移している

とは言えないが、推移を注視することが必要。首都圏空

港の機能強化、国家戦略特区の加速的推進、インバウン

ド（訪日外国人旅行者）の飛躍的拡大に向けた取組等を

森記念財団「世

界の都市競争力

ラ ン キ ン グ

2014」 

内閣官房（日

本経済再生総

合事務局） 
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着実に実行していくことで KPI達成を目指す。 

48 ・今後 10 年間（2013～2022 年）で

PPP/PFIの事業規模を 12兆円に拡大

する（2012年度まで 4.2兆円（2014

年３月時点の数値））。このうち、公

共施設等運営権方式を活用した PFI

事業については、2022 年までの 10

年間で２～３兆円としている目標を

2016 年度末までの集中強化期間に

前倒しする 

PFI の事業規模

4.3 兆円（1999

～2013年度） 

Ｎ 2013年度までの PFI事業規模は 4.3兆円。うち、2013

年度の新規契約金額は、943億円。PPPの数値については

現在把握中。 

「『日本再興戦略』改訂 2014」で新たに目標設定をした

公共施設等運営権方式を活用した PFI 事業となる仙台空

港については、2014年４月に「仙台空港特定運営事業等

実施方針」を公表するとともに、募集要項等を同年６月

に公表し、事業者の公募に関する手続を開始。また、関西

国際空港及び大阪国際空港については、同年７月に「関

西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等実施方

針」を公表するとともに、募集要項等を同年 11月に配布

し、事業者の公募に関する手続を開始する等着実に進捗

している。 

「PFI の現状に

ついて」（2014年

10月（内閣府 PFI

推進室）公表） 

内閣府（PFI

推進室） 
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